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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は全員出席で、開議は成立いたします。 

  開会前に、九州各地で、記録的な大雨により災害が至るところに発生しておりま

す。今回の災害により、お亡くなりになられた方のご冥福を心よりお祈りします。 

  あわせまして、篠栗町でも、昨日夜半から朝方にかけ、土砂災害警戒情報及び大

雨警報が発表され、三浦町長はじめ、執行部の皆さんには災害警戒本部を設置し、

対応していただき大変お疲れさまでございました。 

  ただいまから、令和２年第３回篠栗町議会臨時会を開会いたします。 

  本日の日程は、タブレットに掲載しております議事日程のとおりでございます。 

  これより、日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、１１番、 

松田國守議員、１２番、荒牧泰範議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定の件」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日７月８日の１日間にしたいと思いますが、これに、ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」を議題といたします。 

  本臨時会に提出されております議案は、議案第５５号から議案第５８号の４議案

でございます。 

  それでは、議案第５５号から議案第５８号までを一括議題といたします。 

  町長に一括して提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆さん、おはようございます。本日、令和２年第３回臨時会を

招集いたしましたところ、公私ともご多忙の中、ご出席賜り誠にありがとうござい

ました。 

  一昨日から九州を中心に広範囲で豪雨災害が発生いたしました。亡くなられた皆

様方に哀悼の意を表しますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。 
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  篠栗町でも大雨警報、洪水警報、土砂災害警戒情報と矢継ぎ早に発令されました。

昨夜２２時２０分から本日未明１時５分まで、災害警戒本部を設置し対応にあたり

ましたが、その後雨が小康状態になったことで規模を縮小して待機し、今朝６時１

１分大雨警報解除によって本部を解散いたしました。対応事績については、資料を

添付しておりますのでご一読くださいますようお願いいたします。 

  また、前回同様、新型コロナウイルス対策関連の資料も添付しておりますのでご

参照ください。 

  それでは、提案理由の説明に移ります。 

  本臨時会に提案しております議案第５５号から議案第５８号までの４議案につい

て説明をいたします。 

  議案第５５号は、「財産の取得について」であります。 

  本議案は、篠栗町公立学校情報機器購入により、財産の取得について仮契約を結

びましたので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  取得する財産は、パソコン端末２,８５９台。内訳といたしましては、篠栗小学

校４７２台、萩尾分校１０台、勢門小学校８７７台、北勢門小学校６８９台、篠栗

中学校５４４台、篠栗北中学校２６７台であります。 

  契約金額は、１億２,７９９万７,４３０円。契約方法は、指名競争入札。契約の

相手方は、株式会社麻生情報システム飯塚事業所 飯塚事業所長 大庭 文志郎 で

あります。 

  議案第５６号は、「財産の処分の変更について」であります。 

  本議案は、平成３１年３月１８日平成３１年第１回篠栗町議会定例会で議決され

た議案第１６号財産の処分について、現地を測量した結果、面積の変更が生じたた

め、売却面積１万３,５８８平方メートルを１万３,５８８.０１平方メートルに変

更し、売却額６億７,２６０万６,０００円を６億７,２６０万６,４９５円に変更す

るものと、町名の変更に伴う所在地の変更を行うものであり、篠栗町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議

決を求めるものであります。 

  議案第５７号から議案第５８号までの２議案は、「令和２年度補正予算」であり

ます。 

  議案第５７号は、「令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第４号）について」で

あります。 
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  本補正予算は、令和２年度篠栗町一般会計歳入歳出予算の総額に、それぞれ１９

５万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３５億４,１８３万円

とするものであります。 

  まず、歳入につきましては、地方交付税のうち、普通交付税を２億１,３９５万

８,０００円減額し、国庫支出金のうち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金を２億１,５９１万１,０００円追加するものであります。 

  次に、歳出につきましては、総務費におきまして、一般管理費といたしまして、

行政事務包括委託料に１６２万９,０００円を、教育費におきまして、小中学校管

理費といたしまして、会計年度任用職員報酬に３２万４,０００円を追加するもの

であります。 

  その他の歳出補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対策事業の財源を、

これまで一般財源としておりましたが、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金へ振替える財源更正で、歳入も同様でございます。 

  議案第５８号は、「令和２年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について」であります。 

  本補正予算は、令和２年度篠栗町国民健康保険特別会計予算に、歳入歳出それぞ

れ５００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億６,４８７

万５,０００円とするものであります。 

  内容は、歳出では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被

保険者等に関し条例等の規定に基づき行う国民健康保険税の減免について、令和２

年２月１日から令和３年３月３１日までの間の国民健康保険税が対象であることか

ら、令和元年度分となる令和２年２月分及び３月分の減免については、減免する税

額を歳出から還付することとなるため、一般被保険者保険税還付金及び還付加算金

において５００万円を増額補正するものであります。 

  歳入では、国の財政支援により、当該減免税額の１０分の１０に相当する額を災

害等臨時特例補助金として交付されることから、国庫補助金において５００万円を

増額補正するものであります。 

  以上が、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 
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  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  議案第５５号と議案第５６号の２議案につきましては、議案付託表のとおり、総

務建設、文教厚生、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第５７号と議案第５８号の補正予算につきましては、「議長を除く１

０人で構成する予算特別委員会」を設置し、これに付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより、委員長は６

番、 栗須信治議員、副委員長は４番、古屋宏治議員です。 

  それでは、この後、常任委員会を先に行いますので、それぞれの委員会室にお集

まりください。 

  終了後、引き続き、予算特別委員会を全員協議会室にて行いますので、全員協議

会室へ移動してください。 

  では、本会議を暫時休止します。 

休止 午前１０時１１分 

再開 午前１１時３０分 

○議長（阿部 寛治） 本会議を再開いたします。 

  日程に従い、採決を行います。 

  日程第５、議案第５５号「財産の取得について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第５５号「財産の取得について」 

  本議案は、篠栗町公立学校情報機器購入により、財産の取得について仮契約を結

びましたので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
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条例第３条の規定により、議会の議決を求められたものであります。 

  取得する財産は、パソコン端末２,８５９台。 

  契約金額は、１億２,７９９万７,４３０円。 

  契約方法は、指名競争入札。 

  契約の相手方は、株式会社麻生情報システム飯塚事業所  

飯塚事業所長 大庭 文志郎であります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  荒牧議員。 

○議員（荒牧 泰範） 台数が２台とか７台とか９台、これもう少し余裕を持って買

うのだったら何十台とかになる。その辺りの審査がされたのかどうか１点お尋ねし

たいのと、できたら委員長報告に契約の目的もお願いしたい。 

○議長（阿部 寛治） 栗須委員長。 

○文教厚生常任委員長（栗須 信治） 端数はございますが、それぞれの学校に少し

予備的にも購入しているということでございます。 

  目的につきましては、児童・生徒１人１台のパソコン端末の購入ということでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） いいですか。 

  ほかにありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５５号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

  日程第６、議案第５６号「財産の処分の変更について」を議題といたします。 
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  本案は、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  古屋委員長。 

○総務建設常任委員長（古屋 宏治） 報告いたします。 

  議案第５６号「財産の処分の変更について」 

  本議案は、平成３１年第１回篠栗町議会定例会で議決された議案第１６号財産の

処分について、現地を測量した結果、面積の変更が生じたため、篠栗町議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会

の議決を求められたものであります。 

  売却する土地の所在地は、篠栗町彩り台１３８番４の一部及び３４６番５の一部

で、面積１万３,５８８.０１平方メートル、売却額６億７,２６０万６,４９５円で

あります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５６号は、委員長報告のとおり、可決することに決定いたしまし

た。 

  日程第７、議案第５７号「令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第４号）につい

て」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○予算特別委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第５７号「令和２年度篠栗町一般会計補正予算（第４号）について」 



－ 7 －

  本議案は、既定の予算総額にそれぞれ１９５万３,０００円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ１３５億４,１８３万円とするものであります。 

  歳出では、総務費において、行政事務包括委託料１６２万９,０００円。 

  教育費において、会計年度任用職員報酬３２万４,０００円を増額補正するもの

です。 

  歳入では、地方交付税２億１,３９５万８,０００円を減額し、国庫支出金２億１,

５９１万１,０００円を増額補正するものです。 

  その他の補正については、新型コロナウイルス感染症対策事業の財源を、これま

での一般財源から地方創生臨時交付金へ切替える財源更正を行うものであります。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５７号は、委員長報告のとおり可決することに決定しました。 

  日程第８、議案第５８号「令和２年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）について」を議題といたします。 

  本案も、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  栗須委員長。 

○予算特別委員長（栗須 信治） 報告いたします。 

  議案第５８号「令和２年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて」 



－ 8 －

  本議案は、令和２年度篠栗町国民健康保険特別会計予算に、歳入歳出それぞれ５

００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億６,４８７万円

５,０００円とするものです。 

  内容は、歳出では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保

険者等に関し、条例等の規定に基づき行う国民健康保険税の減免について、令和２

年２月１日から令和３年３月３１日までの間の国民健康保険税が対象であることか

ら、令和元年度分である令和２年２月分及び３月分の減免について、既に納付済み

の場合は、減免額を歳出から還付することとなるため、一般被保険者保険税還付金

及び還付加算金において５００万円を増額補正するものです。 

  歳入では、国の財政支援により当該減免税額の１０分の１０に相当する額が災害

等臨時特例補助金として交付されることから、国庫補助金において５００万円を増

額補正するものです。 

  全員出席の予算特別委員会にて審査しておりますので、詳細につきましては、省

略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

（賛成者起立） 

 ○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５８号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。 

  本臨時会の日程は、全て終了いたしました。 

  これをもちまして、令和２年第３回篠栗町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時４４分 
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